
流 山 市 特 定 疾 病 療 養 者 見 舞 金 の 規 則 改 正 に つ い て  

～ 該 当 疾 病 及 び 支 給 額 の 変 更 ～  

１ ．  規 則 改 正 の 背 景  

（ １ ） 見 舞 金 制 度 の 目 的 と 対 象 者 に つ い て  

● 特 定 疾 病 と は 、 原 因 が 不 明 で 治 療 方 法 が 未 確 立 で 、 か つ 病 状 が

慢 性 に わ た る 病 気 で す 。  

● 特 定 疾 病 見 舞 金 の 目 的 は 、 特 定 疾 病 の 療 養 者 又 は そ の 保 護 者 の

闘 病 も し く は 労 苦 に 報 い る も の で す 。  

● 見 舞 金 受 給 対 象 者 は 、 特 定 疾 病 に よ り 継 続 的 に 治 療 を 行 っ て い

る 療 養 者 ま た は そ の 保 護 者 で す 。  

  

（ ２ ） 見 舞 金 制 度 と 特 定 疾 患 に 関 す る 変 化  

特 定 疾 病 の 治 療 法 に 関 す る 研 究 は 日 々 進 歩 し て い る た め 、 見 舞 金

支 給 規 則 を 制 定 し た 当 初 と 療 養 者 、 保 護 者 の 状 況 が 変 化 し て い ま

す 。  

● 特 定 疾 病 見 舞 金 制 度 は 、昭 和 ５ ２ 年 ４ 月 １ 日 に 制 定 さ れ ま し た 。

疾 病 の 変 更 に つ い て は 、 特 定 疾 患 治 療 研 究 事 業 対 象 疾 病 の 統 合 や

追 加 に 合 わ せ て 行 っ て い ま す 。 し か し 、 見 舞 金 対 象 疾 病 の 廃 止 に

つ い て は 行 わ れ て い ま せ ん 。  

● 平 成 ２ ６ 年 度 か ら 国 の 難 病 対 策 の 改 革 が 行 わ れ る こ と と な り 、

特 定 疾 病 の 定 義 や 制 度 に つ い て の 大 幅 な 変 更 が さ れ る 見 込 み で す 。 

 

２ ． 現 状  

● 特 定 疾 病 見 舞 金 支 給 額 の 推 移 （ H 2 4 年 度 は 見 込 み ）  

 H 2 0 年 度  H 2 1 年 度  H 2 2 年 度  H 2 3 年 度  H 2 4 年 度  

人 数  

（ 人 ）  

1 , 4 4 3  1 , 5 7 1  1 , 7 7 1  1 , 6 9 5  1 , 8 6 0  

金 額  

（ 千 円 ）  

5 7 , 7 2 0  6 2 , 8 4 0  6 8 , 4 4 0  6 7 , 8 0 0  7 4 , 4 0 0  

※ 特 定 疾 病 見 舞 金 は 年 額 4 0 , 0 0 0 円 が 支 給 さ れ ま す 。  

※ 支 給 額 は 年 々 増 加 傾 向 に あ り ま す 。  

※ 平 成 ２ ３ 年 度 は 、 現 況 調 査 に よ り 治 療 を 継 続 し て い な い と 判 断

さ れ た 方 に 資 格 喪 失 手 続 き を し て い た だ い た た め 、 支 給 数 が 減 少



し ま し た 。（ 見 舞 金 支 給 資 格 を 失 っ た 場 合 は 自 己 申 告 す る こ と に な

っ て い ま す が 、 こ の 調 査 に よ り 、 資 格 喪 失 し て い た に も か か わ ら

ず 申 告 し て い な い 方 が い る 可 能 性 が 読 み 取 れ ま し た ）  

 

 

３ ． 特 定 疾 病 見 舞 金 支 給 規 則 改 正 の 目 的  

● 平 成 ２ ６ 年 度 よ り 難 病 対 策 の 大 幅 な 改 正 が お こ な わ れ る 予 定 で

あ る た め 、 流 山 市 の 見 舞 金 制 度 に つ い て も 、 こ れ に 合 わ せ る 形 で

改 正 を 行 い ま す 。  

 

＜ 具 体 的 変 更 点 ＞  

（ １ ） 見 舞 金 の 支 給 対 象 を 国 の 特 定 疾 患 の 基 準 に 合 わ せ る  

平 成 ２ ６ 年 度 よ り 国 の 難 病 対 策 の 改 革 が 行 わ れ る こ と に よ り 、

３ ０ ０ 疾 病 以 上 が 特 定 疾 患 と さ れ る と い わ れ て い ま す 。 市 の 見

舞 金 支 給 対 象 疾 病 も こ れ に 合 わ せ ま す 。  

 

（ ２ ） 見 舞 金 支 給 対 象 者 は 特 定 疾 患 医 療 受 給 者 証 保 有 者 に 限 る  

特 定 疾 患 医 療 受 給 者 証 は 、 特 定 疾 患 医 療 費 助 成 制 度 の 対 象 者 に

公 布 さ れ る も の で す 。  

流 山 市 で は 現 在 、 当 該 受 給 者 証 の 写 し 又 は 臨 床 調 査 個 人 票 の 写

し 、 も し く は 診 断 書 の 提 出 に よ り 見 舞 金 の 申 請 を 受 け 付 け て い ま

す が 、診 断 書 で の 見 舞 金 申 請 に つ い て は 下 記 の 問 題 点 が あ り ま す 。 

・ 治 療 を 継 続 し て い る 事 実 確 認 が 困 難 。  

・ 診 断 書 を 書 く 、 書 か な い 、 の 基 準 が 医 師 に よ り 異 な る 。  

→ 診 断 書 に よ る 審 査 は 、 審 査 基 準 が 明 確 に で き ず 、 受 給 者 に 不 平

等 な 結 果 に な る こ と が 懸 念 さ れ ま す 。  

こ れ ら の こ と か ら 、 見 舞 金 支 給 対 象 者 は 特 定 疾 患 受 給 者 証 を 受

け て い る 市 内 在 住 者 と し ま す 。  

 

（ ３ ） 支 給 額 を 引 き 下 げ る  

 今 回 の 改 正 に よ り 支 給 対 象 者 が 増 加 す る 見 込 み で あ る こ と か ら 、

支 給 額 の 引 き 下 げ を 検 討 し ま す 。  

 



（ ４ ） 毎 年 申 請 手 続 き を し て い た だ き ま す 。  

 平 成 ２ ３ 年 度 に 行 っ た 現 況 調 査 で 、 多 数 の 支 給 資 格 喪 失 者 が 発

生 し た こ と か ら 、 適 正 な 見 舞 金 支 給 の た め に 、 毎 年 の 申 請 を し て

い た だ き ま す 。  

 

（ ５ ） 見 舞 金 支 給 目 的 を 「 療 養 者 、 保 護 者 の 経 済 的 負 担 を 軽 減 す

る こ と 」 に 変 え る  

 難 病 対 策 の 改 革 に よ り 医 療 費 助 成 制 度 の 対 象 と な る 疾 患 を ３ ０

０ 疾 患 と し た 場 合 、 全 て に 自 己 負 担 が 導 入 さ れ る こ と が 検 討 さ れ

て お り ま す 。  

 特 定 疾 患 療 養 者 に と っ て 医 療 費 な ど の 経 済 的 負 担 を 軽 視 す る こ

と は で き な い こ と か ら 、 経 済 的 負 担 の 軽 減 を 目 的 と し た 制 度 に 改

正 し て い き た い と 考 え ま す 。  

 

４ ． 特 定 疾 病 見 舞 金 規 則 改 正 の 手 順  

現 状 の 特 定 疾 患 の 基 準 に 合 わ せ て 見 舞 金 支 給 規 則 を 改 正 す る 必

要 が あ り ま す 。  

①  福 祉 政 策 審 議 会 へ の 諮 問  

②  福 祉 政 策 審 議 会 内 で の 検 討  

③  福 祉 政 策 審 議 会 か ら の 答 申  

④ 課 内 協 議  

⑤ 素 案 の 協 議  

⑥ 起 案 文 書 の 審 査  

⑦ 公 布 ・ 公 示  


